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ヒント

スーツあべのんは、阿
倍野区の施策や事業が
気になるみたい！

今回は

「スーツあべのん」

答えは阿倍野区役所X（旧Twitter）
でお知らせ！ @abenoku_abenon

阿倍野区広報紙

区の重点施策・
事業

06-07
広報紙デジタル版公開中！

アクセスはこちら

SDGsあべのんを
みつけよう！
どのページに
いるかな？

12 つくる責任
つかう責任

新しいSDGsゴールマークが
できたのん！

1
区役所の開庁時間 平日（月曜日～金曜日）9：00～17：30　金曜日17：30～19：00（一部業務）　第4日曜日9：00～17：30（一部業務）

第４日曜日は開庁日！ 1階10番 住民登録　 2階24番 保険年金窓口で一部業務を取り扱っています。今月は4/26（日）です。ぜひご利用ください。
行オ 行政オンラインシステム
ホームページ　 メール

区役所HP
でも紹介中！

各地域の
SNS情報

助け合うこころで助け合うこころで
つなぐ町会つなぐ町会

ー町会に入りませんかー

「町会」への加入は、ご近所同士が日常生活の中で顔見知りになる機会でもあります。
新しく阿倍野区に引っ越しして来られた方も、これまで阿倍野区にお住まいの方も、 
一緒にふれあいとぬくもりのある安全で安心して暮らせるまちを作っていきませんか。

問合 区役所（市民協働）2階23番　 6622ｰ9787　 6621ｰ1412

お住まいの地域の町会がわからない方は、問合 まで。

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、信号無視や一時不停止、ながらスマホ、
右側通行等の悪質・危険な違反に交通反則通告制度（青切符）が適用されます。なお、飲酒
運転や、スマートフォンの使用で交通の危険を生じさせた場合は、赤切符（交通切符）等に
よる刑事手続に入ることがあります。

自転車に乗るときは
ヘルメットを着用しましょう　

問合 �
阿倍野警察署交通課　 6653-1234　 6658-3913
区役所（市民協働）2階23番　 6622-9787　 6621-1412

反則行為 反則金
携帯電話使用等（保持） 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視

6,000円通行区分違反（歩道通行等）
踏切不停止等

横断歩行者等妨害等
無灯火

5,000円　　公安委員会遵守事項違反
（傘さし運転・ヘッドホン等の使用など）

指定場所一時不停止等
並進禁止違反

3,000円軽車両乗車積載制限違反（二人乗り等）
歩道徐行等義務違反

主な反則行為と反則金の額
対象となる違反行為は100種類以上、反則金は原付と同一

16歳以上
対象

� 月 �日から

ながらスマホ
信号無視

止まれ

一時不停止

動画は
こちら

傘さし運転

並進


